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１　核兵器禁止条約について
核兵器禁止条約について質問します。
　国連会議は７月７日、人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約を、国連加盟国の約３分の２にあたる、１２２か国の賛成で採択しました。日本共産党は日本の政党で唯一、この会議に参加して条約の締結に貢献するとともに、採択の瞬間に立ち会いました。被爆者と広島県民の長年のたたかい、悲願がついに実を結びました。
　この条約は、核兵器の開発や実験、生産、貯蔵などに加え、使用や威嚇も禁止し、「核抑止力」論を否定し、「核の傘」のもとに入ることも禁止しています。
　唯一の戦争被爆国である日本政府は、この条約の締結に対し、アメリカの圧力によって、これまでの「棄権」から「反対」に態度を変え、国連会議をボイコットしました。安倍首相は８月６日に広島を訪れ、条約に署名しないと表明しました。反対の理由は、「核保有国と非核保有国の間の溝を広げ、分断を広げる」というものです。この日本政府の態度に、国連会議に参加した広島の被爆者は「心が裂ける思い」と語り、長崎の被爆者は「満腔の怒り」を込めて抗議しました。
　ＮＰＴが、５つの国の核兵器は合法としているのに対して、核兵器禁止条約は非合法、違法なものとしました。核兵器を合法な存在から、法的に禁止されるべきものに、まず変える――ここに核兵器禁止条約の決定的な意義があります。
　知事は、昨年の平和記念式典のあいさつで、「核抑止論は観念論にすぎない」と述べられました。
そこで、核兵器禁止条約について知事はどのように評価しているのか、また、世界で最初の被爆県の知事として、日本政府に条約への署名を求めることが、広島県知事としての県民への責任だと思いますが、あわせて知事の所見を伺います。
２　憲法第９条に対する見解について
次に、憲法９条についてお伺いします。
安倍首相が、憲法９条の１項、２項は残しつつ、自衛隊を明文で書き込む憲法改定を主張しています。安倍首相は「ただ存在する自衛隊を書くだけで、何も変わらない」と言いますが、法律の世界では「後から作った法律は、前の法律に優先する」ことが一般原則とされています。戦力は保持しないと明記した２項が残っても、後からつくった条項で自衛隊が明記されればこちらが優先されることになり、９条２項によってこれまで「できない」とされてきた、武力行使を目的とした海外派兵などが行われることになります。つまり、自衛隊員が海外で殺し・殺される戦闘に直面することになります。
　国連憲章は、一切の戦争を禁止し、武力行使を原則として禁止しましたが、最後には武力で解決する道を残しました。それに対して憲法９条は、戦力の放棄、非軍事に徹しているため、憲法９条は世界の宝と言われます。国連が１９４５年６月に結成され、そのあとに広島・長崎への原爆投下、武力行使の究極の地獄を経験し、その反映として世界の宝・憲法９条が生まれたのです。
憲法９条には「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ」の思いが込められていると思います。安倍政権下において、憲法９条の改定が進められていますが、この動きについてどのように考えるのか、また、憲法９条をいかした国づくりを行っていくことが、今こそ大切だと考えますが、あわせて知事のご所見をお伺いします。
３　子育て支援施策の充実について
（１）子どもの医療費助成制度の拡充について
次に、子育て支援について２点お伺いします。
１点目は、子どもの医療費助成制度についてです。この制度は「子育て家庭の経済的負担の軽減と、乳幼児の健康保持」にとって重要な事業であり、少子化対策としても大きな役割を果たしています。県制度は２００４年に入通院とも就学前まで対象年齢を引き上げた以後は、１３年間据え置きになっています。
一方で、全国、県内を問わず、対象年齢の引き上げに係る自治体の独自努力には目をみはるものがあります。県内２３市町は全て県以上の助成を行っており、入通院とも高校卒業までの助成が三次市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町、世羅町、神石高原町の２市４町になりました。都道府県レベルでは、福島県、鳥取県が入通院とも高校卒業まで助成し、秋田県など７都府県が入通院とも中学校卒業まで助成するなど、毎年拡充がすすんでいます。
拡充に要する経費は、一部負担ありの試算で、小学校卒業までが１７億円、中学校卒業までが２３億円の追加で可能です。子どもの医療費助成制度の対象年齢を中学校卒業まで引き上げることを目指しつつ、小学校３年生、小学校６年生までと計画的に引き上げてはどうでしょうか、知事のご所見をお伺いします。
（２）認可保育園の保育料の軽減について
２点目は、保育料への助成について伺います。この制度は全国的に広がっており助成内容は対象者も補助率も様々ですが、２年前には１５府県だったものが、現在は３０道府県に広がっています。広島以外の中国地方４県は、すでに実施しています。
県は、認可外保育園に預けた場合の認可園との保育料差額を助成する「いつでも安心保育支援金制度」を一昨年からはじめましたが、認可保育園の保育料に対する助成がありません。安心して子育てできる広島県をつくるためにも、先進事例を検証し保育料軽減の制度の導入に踏み切ってはいかがでしょうか、知事のご所見をお伺いします。
４　国民健康保険の県一元化について
次に、国民健康保険の県一元化についてお尋ねします。
国民健康保険は来年度から財政運営責任が市町から広島県に移管される、いわゆる国民健康保険の県単位化が行われます。
国民健康保険の県単位化は地域医療構想、医療費適正化計画と一体に進められ医療費抑制と徴収強化に真のねらいがあり、国民健康保険が社会保障でなくなり、自己責任・自己負担の制度に変質させられるところに最大の問題があります。
本年１０月に県が示した「新制度における一人あたり保険料」の試算では、２３市町のうち１６市町の保険料が上がります。６年間の激変緩和措置を行ったとしても、保険料は最高で現行の１．２６倍に相当する（２６.０４％増、）２５，７０９円の値上げとなり、全県での上昇率は平均４．３７％増、５，３２２円の引き上げになり、住民から大きな不安があがっています。県が示したモデルケース、夫婦２人（４０代）子供２人世帯、給与収入約３５０万円の場合、福山市では保険料は４０８，０２３円となり控除後の所得の２割を超える極めて重い負担となります。
国民健康保険の加入者は、平成２７年度国民健康保険実態調査報告によると、農林水産業者及び自営業者の割合が近年減少し、「無職」の人（主に年金生活者）が４４．１％、「被用者」のパートタイム労働者などが３４．１％とあるように低所得者が多く、所得水準が低いことが特徴です。今でさえ、「払いたくとも払えない」高い保険料がこれ以上引き上げられることは、負担能力をはるかに超え、大量の滞納者を生み出すことは明らかです。
そこでお尋ねしますが、国民健康保険法の第一条の目的に、国民健康保険は憲法第２５条に基づく社会保障であると明記されていますが、国民健康保険が社会保障という認識があるのかどうか、まずお尋ねします。
また、加入者の負担を抑えるために、公費負担額を増やすことを国に求めるとともに、広島県として一般会計からの繰入措置を行い、現行より保険料の引き上げを、行わないこと、さらに、各市町が保険料の負担軽減のために、独自に一般会計から法定外繰入を行うことを認めることを求めるものですが、あわせて知事のご所見をお伺いします。
５　中小企業・小規模企業の振興について
（１）広島県中小企業・小規模企業振興条例の推進について
　次に、中小企業・小規模企業の振興について２点質問します。
湯崎県政のこれまでの経済政策はイノベーションとグローバル化を旗印に、基幹的産業、創業や新規事業展開への支援、成長が見込める分野への支援を中心に進められてきましたが、県内中小企業への支援は極めて弱いと言えます。これまでにも、私は一部企業や特定の「成長産業」への支援中心から、中小企業支援に切り替えて地域経済の内発的発展をめざす転換を求めてきました。
先の９月県議会では、全会一致で「広島県中小企業・小規模企業振興条例」が制定されましたが、私は業者団体のみなさんとともに繰り返しその制定を求めてきた議員として、心から歓迎するものです。これからは、この条例を生かしてどのような振興策を実施するかが県政に問われてきます。
条例前文の冒頭に「広島県の中小企業・小規模企業は、県内企業数の９９％以上を占め、そのうち小規模企業は約８割にも上り、住民生活の向上、地域経済の安定、雇用機会の創出、地域活動の実践などにおいて、地域を支えるために欠くことのできない存在である」と県経済の中での中小企業・小規模企業の重要な役割を定め、「本県経済の発展及び地域の活性化のためには、小規模企業をはじめとする中小企業の振興が不可欠」として、「中小企業・小規模企業の振興を県政の重要課題として位置づけ、施策を総合的に推進していくため、この条例を制定する」としています。
中小企業、小規模企業の振興に向け、まずは、条例１６条で定める会議を早急に設置して、中小企業・小規模企業及び支援団体などの意見を聞き、それを取り入れた施策を作成すること、１７条に定めるように、来年度に向けて、必要な財政上の措置を講じ，中小企業・小規模企業振興を強力に推し進めるべきと考えますが、この条例の着実な実施に向けた知事の決意とあわせてお伺いします。
（２）住宅リフォームに対する助成制度について
近年、自治体による住宅リフォーム助成制度は県内・全国で急速に広がり、住環境の改善の面で住民に喜ばれるとともに、波及効果の大きさで地域経済対策としても大きな効果を生んでいます。
県では２０１１年度、「広島県子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム普及促進事業」をモデル事業として実施しましたが、店舗や事業所の改装や一般の県民には活用できない不十分さがあり、３年で県事業としては廃止になりました。小規模企業振興基本法や振興条例の制定に応えて、予算を十分に確保し、個人も業者も使える汎用性の高い住宅リフォーム助成制度をあらためてつくるべきと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
６　教育条件の整備について
（１）少人数学級の拡充について
教育条件整備についてお尋ねします。
子どもたちの豊かな成長と行き届いた教育を育むため少人数学級の推進は重要であると考えるものです。
文科省は少人数学級について、教員が子ども一人一人に向き合える時間を確保することで、①一人ひとりの理解度や興味・関心に応じたきめ細かい指導が可能となる、②発言・発表の機会が増え、より積極的に授業に参加できるようになる、③教室にゆとりが生じ様々な教育活動が可能になる、④教員と児童との間の関係が緊密化する、⑤生徒指導上の課題に即した個別指導が充実するなどと、教育上の効果を明らかにし推進しています。
都道府県で３５人以下学級の編制が急速に進んでおり、小学校２年生までしか実施していないのは、広島県、大阪府、熊本県の３府県だけです。これで教育県広島と言えるでしょうか。
私は少人数学級の拡充について、これまで度々求めてきましたが、県は少人数学級編制の教育効果を認めながらも、多大な財政措置を要するとして進めていません。中国地方では鳥取県、島根県、山口県で中学校卒業まで３５人以下学級を実施し、全国では本県よりも厳しい財政状況の下でも拡充が進んでいます。
「広島で学んでよかったと思える日本一の教育県の創造」を目標に据える広島県においてこそ、３５人学級を中学校卒業まで計画的に拡大することを強く求めるものですが、教育長のご所見を伺います。
（２）育成すべき人材像について
「ひろしま未来チャレンジビジョン」では、広島県において目指す教育というのは「社会で活躍できる人材を育成する」ということであり、「地域の成長・発展を支える人材」や「世界を舞台に活躍する人材」などと記されています。また、「広島版『学びの変革』アクション・プラン」において「育成すべき人材像」として、「広島で学んだことに誇りを持ち、胸を張って『広島』、『日本』を誇り、高い志のもと、世界の人々と協働して新たな価値（イノベーション）を生み出すことのできる人材」ということを掲げています。ここには「人材づくり」が強調されています。
　教育基本法第1条には、教育の目的は、「人格の完成を目指し」とあります。「国民各自が、一個の人間として、また一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」（最高裁判決Ｓ５１・５・２１）という北海道旭川学力テスト事件での最高裁判決に示されるように、教育の目的とは、国民あるいは市民の学習権と結びついたものです。
　教育基本法に言う「人格の完成」という方向と、広島県が強調する「人材づくり」という方向には、その目的に大きな隔たりがあると考えますが、ご所見をお伺いします。
（３）グローバルリーダー育成校について
次に、グローバルリーダー育成校「叡智学園」について質問します。「広島版『学びの変革』アクションプラン」には、「変化の激しい社会をたくましく生きていくための『学び続ける力』を育成する」ことが「学びの変革」の方向性だとしています。叡智学園は、その「学びの変革」を先導的に実践する学校として位置づけ、「新たな日本一・世界一の教育県　広島」の象徴として、広島県全体の教育水準向上を牽引する役割を担うものとされています。まさに、叡智学園を広島県教育、日本全体の教育の目指すべきモデルとして頂に持ち上げるという、前のめりの感が否めません。
総勢３００名あまりの生徒に対して、ズームズームスタジアム５個分の１１０，０００㎡という広大な敷地と、著名な建築家による公募型建設プロポーザルを行うなど、施設自体が他の公立私立校にも類を見ない突き抜けたものになっており、建設費だけで５０億円ということです。
一方で、広島県下の学校では「教育に穴が空く」という言葉に象徴されるように、本来いるべき先生が来ない、３５人学級は小学校２年生まで、校舎の耐震化が全国最低レベルなど足元の教育が危うい状況が生まれています。なお、叡智学園が建設される大崎上島の小学校３校、中学校１校にはプールも設置されていません。このような状況を放置し、一部のエリート校である叡智学園には多大な予算を注ぐというというのは、教育行政の在り方が逆立ちしていると考えますが、ご所見をお伺いします。
（４）学校における働き方改革について

　　ア　教員の勤務実態及び今後の取組等について
学校の教職員の働き方改革について伺います。
本年８月２９日、中央教育審議会初等中等教育分科会の学校における働き方改革特別部会は、「学校における働き方改革に係る緊急提言」を発表しています。この中では、「教職員の長時間勤務の実態が看過できない状況であり、学校教育の根幹がゆらぎつつある現実を重く受け止めるべき」としています。
文部科学省が公表した２０１６年１０月から１１月に実施した教員勤務実態調査の集計結果（速報値）によると一週間当たりの学内総勤務時間数が６０時間以上と答えた人は、小学校で３３・５％、中学校で５７．６％にのぼります。本来は一週の勤務時間は３８時間４５分であるため、週６０時間以上の勤務は、１か月当たりに換算すると、厚労省の過労死ライン８０時間を超えることとなります。
そこでまず、「学校における働き方改革に係る緊急提言」についてどのような見解をお持ちなのか、お尋ねします。
また、広島県の教職員の時間外勤務の実態をどのように把握し、深刻な社会問題になっている過労死の危険ラインといわれている時間外の勤務を８０時間以上行った教職員はこの４月からどのくらいいるのか、そのような実態についてどのような対策をされるのかお伺いします。
加えて、「緊急提言」では、「ＩＣＴやタイムカードなど勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムの構築」が強調されています。この点について県内の実態と今後の計画をあわせてお伺いします。
　　イ　中学校教員の部活動に係る負担について
学校における働き方改革において、とりわけ、中学校教員の部活動の負担は深刻な実態であることが、スポーツ庁の調査でも明らかになっています。広島県の中学校の教員の部活動における負担の実態をどのように認識しているのか、また、どのような具体的改善策を考えておられるのかお尋ねします。
７　就労継続支援Ａ型事業者の経営破たんについて
（１）就労継続支援Ａ型事業者の経営破たんに対する県の責任について
就労継続支援Ａ型事業者「一般社団法人しあわせの庭」の経営破たんと利用者と職員の大量解雇問題について伺います。
　就労継続支援Ａ型事業所は障がい者が雇用契約を結び、最低賃金以上を保証し、働きながら技能を身につける場であり，２００６年の障害者自立支援法の規制緩和で、福祉サービスに営利企業の参入が認められました。事業運営には利用者一人当たり１日約５千円の自立支援給付費や、３年間で最大２４０万円の特定求職者雇用開発助成金が手厚く支給されるため、全国の施設数は今年４月現在で３，６３０箇所となり、５年前の３．２倍に急増しています。しかし、近年この給付金を目当てに本来の事業から逸脱し、儲けを目的とした運営が全国的に問題になっています。
２０１７年４月に、厚労省は給付費を賃金に充ててはならないと指定基準を厳格化したために、経営破たんする事業者が相次いでいます。
現に、１１月１７日、福山、府中両市の就労継続支援Ａ型事業所「しあわせの庭」及び「しあわせの庭鵜飼事業所」が破たんし、利用者１１２人と職員３２人を一斉に解雇しました。利用者や職員の１０月、１１月分の賃金は未払のまま、１か月前の解雇予告通知もありませんでした。
県は１０月以降、利用者保護の措置をとるように法人に対して「指導」と２度の「勧告」を行っています。しかし、利用者の再就職や賃金の支払計画も示さないまま、利用者らを解雇したことは極めて悪質であります。
私は、有志のボランティアや、日本共産党福山市議団と一緒に11月２３日に福山市内で相談会を開きましたが、多くの利用者は、「不安で食欲もなく、夜も眠れない」「保険証がないため、病院受診が出来ない」「手持ち金がなく生活資金が必要」「生活保護受給者でも福祉資金制度を利用したい」「連絡が取れない仲間が心配」など、大きな不安を抱えておられます。
まず、県はＡ型事業所の指定権限者として今回の事態をどのように受け止め、その責任をどのように考えているのか、お尋ねします。
（２）就労継続支援Ａ型事業者の経営破たんによる未払賃金等について
県は「一般社団法人しあわせの庭」に対して、利用者の再就職先の確保と未払賃金の支払を求める利用者保護の「命令」を出し、福山市をはじめとする関係市や関係機関と連携して相談会を行うなど、解雇された障がい者などに支援を行っています。再就職先や行き場のあっせん、未払賃金の支払、障害年金や雇用保険の受給など、一人ひとりの障がい者の生活状況や要望などを県等関係機関がしっかりつかんで、きめ細かな対応をとることが求められています。解雇された全ての利用者と職員について、これら生活の実態は把握できているのか、現状をお答えください。また、現在までに利用者と職員の再就職は何人決まっているのか、今後の県の対応とあわせてお尋ねします。
また、利用者や職員の未払賃金については、国の「未払賃金立替制度」の活用によって支払われるようですが、賃金確定を早急に行い、賃金が支払われるまでの間、特例的に県が財源措置を行い、未払賃金分を立て替えて支払ってはいかがでしょうか、あわせてお答えください。
（３）就労継続支援Ａ型事業者の経営破たんを踏まえた今後の取組について
現在、県所管のＡ型事業所は、この度破たんした事業所を除き、県内に２２箇所あり、うち、昨年度の決算において、国の指定基準を満たさず、生産活動による収益のみで給与が支払われていない事業所は１３箇所ありますが、今後、同じ事態になるおそれはないのかと懸念しています。
本来、非営利で実施されるべき社会福祉事業に、営利を目的とする企業等を参入させたことに根本の問題があります。
そこで、営利企業がこの事業を行う場合でも社会福祉法人を基準とした規制を設けるよう制度の改善を国に求めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。また、今回の事態を受け、県としても丁寧な指導・検査が行えるよう、職員の増員など体制の強化を図るとともに、障害者総合支援法第４８条にもとづく検査を全ての事業所に実施してはいかがでしょうか、あわせてお答えください。
８　文化的価値等を踏まえた鞆地区高潮対策の実施について
鞆地区の高潮対策とかかわってお尋ねします。
鞆地区は、世界に三つしかない自然円形港湾の一つであり、波止、雁木、焚場、常夜燈、船番所の近世から近代の港湾施設、いわゆる「港湾５点セット」が確認されている国内唯一の港です。町には、国・県・市の指定・選定・登録文化財が４８、伝統的建造物が２２９件あり、美しい日本の歴史的風土百選にも選ばれ、世界遺産にも匹敵するほどの価値があるともいわれています。
県が提案している、「江之浦から焚場間の高潮対策」事業を、仮に実施した場合、海浜の景観や焚場・亀甲状石積等の文化的・景観的価値が失われることを最も憂慮するものです。
関係する工事区間の地元住民は県との意見交換の際に、県の文化財担当者から歴史的文化財の価値、保護、活用などの説明を行うように再三再四要請して来ましたが、これまでの間、説明は一度もありません。
県の文化財担当者を直接現地に出向かわせ、工事区間の対象となる町内の関係住民に丁寧に説明し、住民の疑問や要望にこたえるべきだと考えるものです。これまで説明が行われていない理由と併せて、お尋ねします。
２０１７年１２月県議会
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　　　　日本共産党
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